
 

令和６年１２月１９日 第１６回定例会資料 

                                                          議案第４２号 

 

 

 

１ 議案名 

職員の人事取扱規程の一部を改正する訓令について 

  

 

２ 提案理由 

    業務の効率化を図るため、昇給の発令又は昇格の発令、給料表の適用に異

動がある場合の発令及び職務の等級又は号俸の切替えの発令の形式の見直し

を行う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育政策課 
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表

題

名

課
（
室
）
名

職
員
の
人
事
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

教

育

政

策

課

担
当
者
名

笠

井

陽

菜

電
話
番
号

三

二

○

八

提
案
（
制
定
）
理
由

業
務
の
効
率
化
を
図
る
た
め
、
昇
給
の
発
令
又
は
昇
格
の
発
令
、
給
料
表
の
適
用
に
異
動
が
あ
る
場
合

の
発
令
及
び
職
務
の
等
級
又
は
号
俸
の
切
替
え
の
発
令
の
形
式
の
見
直
し
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

あ
ら
ま
し

一

昇
給
の
発
令
又
は
昇
格
の
発
令
、
給
料
表
の
適
用
に
異
動
が
あ
る
場
合
の
発
令
及
び
職
務
の
等
級
又

は
号
俸
の
切
替
え
の
発
令
に
つ
い
て
、
辞
令
書
の
交
付
に
代
わ
る
適
当
な
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

関
係
法
規

予
算
上
の
措
置

法
令
審
査
会

要

・

否

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

実
施

・

省
略

・

対
象
外
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徳
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第

号

庁

中

一

般

各

教

育

機

関

職
員
の
人
事
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
二
月

日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

中

川

斉

史

職
員
の
人
事
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
人
事
取
扱
規
程
（
昭
和
五
十
一
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
号
中
「
前
号
」
を
「
前
各
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
次

に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

二

昇
給
の
発
令
又
は
昇
格
の
発
令

三

給
料
表
の
適
用
に
異
動
が
あ
る
場
合
の
発
令

四

職
務
の
等
級
又
は
号
俸
の
切
替
え
の
発
令

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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職
員
の
人
事
取
扱
規
程
（
昭
和
五
十
一
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号
）

新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

（
特
例
）

（
特
例
）

第
五
条

第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

第
五
条

第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
職
員
の
任
免
等
の
発
令
は
、
辞
令
書
の
交
付
に

か
に
該
当
す
る
職
員
の
任
免
等
の
発
令
は
、
辞
令
書
の
交
付
に

代
え
て
、
当
該
辞
令
書
に
代
わ
る
文
書
の
交
付
又
は
送
付
そ
の

代
え
て
、
当
該
辞
令
書
に
代
わ
る
文
書
の
交
付
又
は
送
付
そ
の

他
適
当
な
方
法
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

他
適
当
な
方
法
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

職
制
又
は
組
織
の
改
廃
等
に
伴
い
一
時
に
行
わ
れ
る
多
数

一

職
制
又
は
組
織
の
改
廃
等
に
伴
い
一
時
に
行
わ
れ
る
多
数

の
職
員
に
係
る
同
種
の
異
動
の
発
令

の
職
員
に
係
る
同
種
の
異
動
の
発
令

二

昇
給
の
発
令
又
は
昇
格
の
発
令

（
新
設
）

三

給
料
表
の
適
用
に
異
動
が
あ
る
場
合
の
発
令

（
新
設
）

四

職
務
の
等
級
又
は
号
俸
の
切
替
え
の
発
令

（
新
設
）

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
身
分
そ
の
他
重

二

前
号

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
身
分
そ
の
他
重

要
な
事
項
に
係
る
発
令
を
除
く
発
令

要
な
事
項
に
係
る
発
令
を
除
く
発
令
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